
　
7
月
か
ら
、
指
定
の
医
療
機
関
で
健
康
診
査
を
受
診
で
き
ま
す
。

▼
受
診
対
象
者

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、
今
年
度
の
健
康

診
査
（
集
団
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
・
ミ
ニ
ド
ッ
ク
）
を

受
診
し
な
い
方
。

▼
健
診
期
限

　
令
和
８
年
７
月
１
日
㈬
か
ら
令
和
９
年
１
月
31
日
㈰
ま
で

▼
料
金

・�

基
本
項
目（
必
須
）　
無
料

・�

追
加
項
目　
全
額
自
己
負
担　

※�

追
加
項
目
は
、
医
療
機
関
に
よ
っ
て
受
診
で
き
る
項
目
お
よ
び
自

己
負
担
金
が
異
な
り
ま
す
。

※
追
加
項
目
の
み
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
（
内
線
1
7
5
）　

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
の
ご
案
内

　　　　 医療機関名      医療機関住所       連絡先

 JAとりで総合医療センター 取手市本郷2-1-1 0297-74-0622

 山中医院 利根町中田切1-1 0297-68-7287

 協和ガーデンクリニック 利根町下井327-3 0297-68-8017

 鈴木内科医院 利根町早尾890-1 0297-68-3100

 利根町国保診療所 利根町羽中200 0297-68-2231

▶受診できる医療機関

▶受診方法
　医療機関健診の受診をご希望の方は、指定の医療機関へ直接ご予
約ください。
　受診の際には、マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書、
追加項目分の自己負担金（希望者のみ）のほか、「後期高齢者健康
診査受診券」が必要です。ご用意のうえ受診ください。

国
民
年
金
保
険
料
の
ご
案
内
は
民
間
事
業
者

に
委
託
し
て
い
ま
す

暮らしの情報欄
「
点
検
商
法
」
に
ご
注
意
‼

消
費
生
活
相
談
だ
よ
り

区　分 Ｈ25（基準年） R7（実績） 比較（量） 比較（％）
電気使用量（kWh） 1,587,545 1,404,046 △ 183,499 △ 11.6

燃
料
使
用
量

ガソリン（ℓ） 19,948 28,130 8,182 41.0
軽油（ℓ） 12,942 5,219 △ 7,723 △ 59.7

プロパンガス（㎏） 11,452 7,300 △ 4,152 △ 36.3
灯油（ℓ） 43,630 11,673 △ 31,957 △ 73.2

水道使用量（㎥） 30,262 11,818 △ 18,444 △ 60.9
コピー使用量（枚） 820,558 702,258 △ 118,300 △ 14.4

▶温室効果ガス排出量算出に係る活動量

区　分 目標値 Ｒ 7（実績） 取り組み内容

電気使用量（kWh） 22％ 削減 11.6％ 削減 
昼休みの消灯、ＯＡ機器などの待機時
電源の切断、職員のエレベーター利用
自粛、エアコンの設定温度調整など

燃
料
使
用
量

ガソリン（ℓ） 25％削減 41.0％ 増加 低公害車導入、公用車の経済的な運転、
適切な車輌整備など軽油（ℓ） 40％ 削減 59.7％ 削減 

プロパンガス（㎏） 16％ 削減 36.3％ 削減 給湯機器の適切な温度設定、室温の適
正管理など灯油（ℓ） 25％ 削減 73.2％ 削減

水道使用量（㎥） 14.5％ 削減 60.9％ 削減 蛇口のこまめな開閉、漏水点検など

コピー使用量（枚） 14.5％ 削減 14.4％ 削減 コピー機の設定確認による誤操作防止、
会議資料の削減、縮小版の活用など

▶取り組み実績および内容

区　分 Ｈ 25（基準年） R7（実績） 比較（量） 比較（％）
温室効果ガス排出量（ｔ） 1,059 726 △ 333 △ 31.4

▶温室効果ガス排出量

1617 令和 8年 7月（No.748）令和 8年 7月（No.748）

　
「
点
検
商
法
」
と
は
、
突
然
訪
問
し
て
無
料

点
検
や
修
理
を
持
ち
掛
け
、
言
葉
巧
み
に
高

額
な
費
用
の
工
事
を
契
約
さ
せ
る
と
い
う
悪

質
商
法
で
す
。

　
町
内
の
ほ
か
全
国
で
、
点
検
商
法
に
関
す

る
消
費
生
活
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
事
例

◎�

「
給
湯
器
の
無
料
点
検
に
伺
う
」と
電
話
が

あ
っ
た
。
後
日
、
業
者
が
来
訪
し
て
「
給

湯
器
が
古
い
の
で
交
換
し
な
い
と
、
お
湯

が
出
な
く
な
る
」
と
言
わ
れ
た
。
10
年
以

上
給
湯
器
を
交
換
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

業
者
を
信
用
し
て
50
万
円
で
交
換
工
事
を

契
約
し
た
。
後
か
ら
考
え
る
と
高
額
す
ぎ

る
の
で
解
約
し
た
い
。

◎�

「
分
電
盤
の
点
検
に
回
っ
て
い
る
」
と
、業

者
が
突
然
訪
問
し
て
き
た
。
大
手
電
力
会

社
の
定
期
点
検
か
と
思
い
、
点
検
し
て
も

ら
っ
た
。「
こ
の
ま
ま
で
は
危
な
い
の
で
交

換
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
、
分
電
盤
の

交
換
を
し
て
も
ら
い
10
万
円
も
支
払
っ
た
。

高
額
だ
っ
た
し
、
大
手
電
力
会
社
と
も
思

え
な
い
。
返
金
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う

か
。

◎�

「
排
水
管
の
高
圧
洗
浄
が
５
０
０
０
円
」と

の
チ
ラ
シ
を
見
て
、
業
者
に
電
話
し
た
。

業
者
か
ら
「
詰
ま
り
に
対
応
す
る
作
業
が

必
要
で
、合
計
５
万
円
に
な
る
」と
言
わ
れ
、

高
額
と
感
じ
た
が
、
了
承
し
て
作
業
を
し

て
も
ら
っ
た
。
業
者
が
後
日
改
め
て
来
訪

し
、
費
用
を
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

や
は
り
高
額
で
納
得
で
き
な
い
。

▼
ア
ド
バ
イ
ス

・�

突
然
の
訪
問
や
電
話
な
ど
で
点
検
を
持
ち

掛
け
る
業
者
に
は
、
安
易
に
点
検
を
さ
せ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・�

そ
の
場
で
は
契
約
せ
ず
、
十
分
に
比
較
・

検
討
し
ま
し
ょ
う
。

・�

契
約
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
契
約
書
面
を

受
け
取
っ
た
日
か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
望

ま
な
い
契
約
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

ハ
ガ
キ
ま
た
は
メ
ー
ル
な
ど
で
速
や
か
に

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
通
知
を
出
し
ま
し
ょ

う
。

・�

自
身
で
判
断
で
き
な
い
場
合
は
、
早
め
に
消

費
生
活
相
談
窓
口
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

〈
参
考
：
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
〉

▼
問
い
合
わ
せ

①��

ま
ち
未
来
創
造
課　
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
毎
週
月
・
水
曜
日
（
祝
日
除
く
）

　
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

　
リ
モ
ー
ト
相
談
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
毎
週
火
・
木
曜
日
（
要
予
約
）

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
６
）

②
茨
城
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
平
日
と
日
曜
日
（
日
曜
日
は
電
話
の
み
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
日
曜
日
は
４
時

　
ま
で
）

　
☎
０
２
９
‐
２
２
５
‐
６
４
４
５

③
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ

　
イ
ン
）
年
末
年
始
を
除
く

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
☎
１
８
８
（
い
や
や
！
）

※
他
市
町
村
へ
の
ご
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保
険
者
全
員
に
、
７
月
３１

日
ま
で
の
間
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
資

格
確
認
書
を
職
権
交
付
す
る
と
い
う
暫
定
的
な
運
用
を
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
た
び
国
の
方
針
に
変
更
が
あ
り
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利

用
促
進
の
観
点
か
ら
、
８
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
７
月
３１
日
ま

で
の
期
間
に
つ
き
ま
し
て
は
、
年
齢
と
左
記
の
条
件
に
よ
り
、

７
月
中
に
送
付
す
る
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
85
歳
以
上
（
令
和
８
年
８
月
１
日
時
点
）
の
被
保
険
者
の
方

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
員
に
紺
色

（
青
色
）
の
「
資
格
確
認
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

▼
84
歳
以
下
（
令
和
８
年
８
月
１
日
時
点
）
の
被
保
険
者
の
方

①
マ
イ
ナ
保
険
証
を
医
療
機
関
な
ど
で
利
用
し
て
い
る
方

　

�

資
格
情
報
を
簡
易
に
確
認
で
き
る「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
。

②
①
以
外
の
方

　
紺
色（
青
色
）の「
資
格
確
認
書
」を
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。

※
「
マ
イ
ナ
保
険
証
を
医
療
機
関
な
ど
で
利
用
し
て
い
る
方
」

と
は
、
左
記
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
で
す
。

・
過
去
１
年
間
で
６
回
以
上
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
た
方

・�

お
お
む
ね
直
近
３
カ
月
以
内
に
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
た

方
▼
問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課　
後
期
医
療
係（
内
線
1
7
5
）

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
（
以
下
、
保
険
料
）

の
納
め
忘
れ
が
あ
る
方
に
対
す
る
電
話
や
文
書
に
よ
る
納
付
の

ご
案
内
を
、民
間
事
業
者
で
あ
る「
株
式
会
社
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト
」

に
委
託
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
の
民
間
委
託
を
通
じ
て
、
被
保
険
者
の
方
に
年
金
制
度

に
つ
い
て
の
ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
保
険
料
の

納
め
忘
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
低
額
年
金
者
や
無
年
金
者
の
減
少

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

▼
業
務
委
託
に
関
す
る
留
意
点

・�

日
本
年
金
機
構
か
ら
民
間
事
業
者
に
提
供
し
て
い
る
個
人
情

報
は
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
あ
る
方
の
も
の
に
限
定
し
て
い

ま
す
。

・�

民
間
事
業
者
の
担
当
者
が
保
険
料
の
ご
案
内
を
行
う
際
に
は
、

事
業
者
名
お
よ
び
氏
名
を
名
乗
っ
た
う
え
で
、
お
客
様
の
本

人
確
認
を
い
た
し
ま
す
。

・�

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
お
問
い
合
わ
せ

さ
れ
る
場
合
は
、
送
付
さ
れ
て
き
た
郵
便
物
な
ど
を
ご
用
意

く
だ
さ
い
。　

※�

民
間
事
業
者
の
担
当
者
が
次
の
事
項
や
要
求
を
行
う
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
訪
問
す
る
こ
と
や
、
現
金
を
お
預
か
り
す
る
こ
と

②�

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
通
帳
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
を
お
預
か
り
す
る
こ
と

③
手
数
料
を
要
求
す
る
こ
と

④�

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
い
て
A
T
M
操

作
を
お
願
い
す
る
こ
と

▼
問
い
合
わ
せ

　
土
浦
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課

　
（
土
浦
市
小
松
1
︲
3
︲
33
ハ
ト
リ
ビ
ル
１
・
２
階
）

　
☎
0
2
9
︲
8
2
5
︲
1
1
7
0

　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書
な
ど
の
交
付

町
の
公
共
施
設
で
も
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

　
町
で
は ｢

利
根
町
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
抑
制

実
行
計
画
（
第
５
期
）｣ 

に
基
づ
き
、
温
室
効

果
ガ
ス
（
二
酸
化
炭
素
な
ど
）
の
排
出
削
減
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
令
和
８
年

度
ま
で
を
計
画
期
間
と
し
て
、
役
場
庁
舎
を
始

め
と
す
る
町
の
公
共
施
設
に
お
い
て
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
削
減
を
目
指
し
、
地
球
温
暖
化
対

策
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
す
。

　
具
体
的
な
目
標
値
は
、
平
成
25
年
度
の
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
量
（
１
０
５
９
ｔ
）
を
基
準
年

度
と
し
て
、
令
和
８
年
度
ま
で
に
25
・
５
％

（
２
７
０
ｔ
）
削
減
す
る
こ
と
を
目
標
に
定
め

て
い
ま
す
。

　
令
和
7
年
度
の
実
績
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。


